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主責任 

今日 

 

 

10 月 10 日、大和地方協力局長に「2024 年度労働条件

等の改善申し入れ」文書を手交し、早期解決を求める 

 
10 月 10 日、紺谷

こ ん や

智
さと

弘
ひろ

中央執行委員長と清水
し み ず

千代宣
ち よ の り

書記長は、木原稔防衛大臣宛 

「2024 年度労働条件等の改善申し入れ」文書を防衛省に提出しました。 

この申し入れ文書は、９月 30 日に開催した第 78 回定期全国大会で決定した運動

方針及び大会論議をもとに、10 月７日の第 1 回中執･中闘委員会において要求課

題と申し入れ内容を審議・確認したものです。大和
や ま と

太郎地方協力局長に文書の趣旨

を説明し、諸課題の早期実現について雇用主として全力を尽くすよう求めました。 

 

冒頭、紺谷委員長は「９月に開催した定期

全国大会を経て、全駐労は 2024 年度に入っ

た。手交した今年度の改善申し入れ内容 12

項目は、コロナ関連事項を除けばほとんど

が従来からの継続課題となっている。いず

れも解決に向けて相当な時間を要している

がひとつでもふたつでも解決されるようご

尽力を賜りたい」と求めました。 

 

これを受け大和局長は「基地従業員の皆様

は、在日米軍の円滑な運用にとても重要な

役割を果たされ、日米の安全保障に多大な

る貢献をされている。心から敬意を表した

い。また、紺谷委員長をはじめ全駐労の皆さ

んは、その在日米軍基地で勤務する従業員

代表として、労働条件の改善等にご尽力さ

れている。基地従業員の方々が安心して働

けるよう、引き続き労働条件の改善に努めていく所存だ。組合との密なコミュニケーショ

ンを大事にし、一つでも多くの課題解決に向けしっかりと対応していきたい」と応じまし

た。 

続いて、清水書記長から改善申し入れ全 12 項目の詳細説明が行われ、諸課題の早期解

決に向け雇用主として尽力を尽くすよう強く求め、申し入れを終了しました。 
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  全 駐 労 第４８２号                               

２０２３年１０月１０日 

防 衛 大 臣 

   木 原   稔 様 

 

                                        全 駐 留 軍 労 働 組 合                

                       中央執行委員長 紺 谷 智 弘 

 

 

２０２４年度労働条件等の改善申し入れ 

 

 本組合は、２０２３年９月開催の「第７８回定期全国大会」で決定した、２０２

４年度運動方針を踏まえ、本年度の労働条件等の改善要求を以下の通りといたしま

した。その多くは懸案事項でありますが、これらの諸課題は駐留軍等労働者の切実

な要求である事を受けとめ、雇用主責任において早期に解決をはかるよう申し入れ

いたします。 

 

記 

 

１）改正高年齢者雇用安定法を踏まえた７０歳までの働き方について 

① ６５歳まで定年を引き上げること 

② ７０歳までの継続雇用制度を整えること 

③ ６０歳以降の賃金は生活水準の維持に配慮し、労働条件については本人の意

向を踏まえたものとすること 

 

２）傷病休暇は、国家公務員の傷病休暇・休職制度の運用実態を考慮し、とりわけ

無給期間を３年に延長することを優先し、当該期間中の賃金、諸手当の８０％を

１年間支給する制度を新設すること 

 

３）仕事と育児・介護の両立支援制度の見直しについて 

① 「子の看護休暇」、「介護休暇」は国家公務員制度に準じて有給休暇とする

こと 

② 改正「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す

る法律」を早期に適用し、次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に

基づく「行動計画」に反映させ、同法の趣旨に沿った取り組みを継続するこ

と 

③ 国家公務員制度に準じて「出生サポート休暇」を速やかに新設すること 

 

４）駐労雇用の安定並びに生活権の確保について 

① 同一労働同一賃金を始めとする「働き方改革関連法」については、駐留軍等

労働者への制度適用を早期に実施すること 

② 働き方改革を推進し、在宅勤務や代替地勤務に対応した労務管理体制及び関

連規程を整備すること 
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③ ＨＰＴ及び限定期間従業員制度、直接雇用、派遣労働を乱用することなく

、恒常的な業務に就く者については常用雇用とすること 

④ 臨時的業務については限定期間従業員制度を活用し、ＨＰＴ制度は廃止す

ること 

⑤ 短時間労働者の希望に応じて積極的なフルタイム転換策を講じること  

⑥ 障害者雇用促進法の趣旨を踏まえ、障がい者の雇用促進に努めること 

 

５）特別昇給制度及びほう賞休暇制度の差別的運用は早急に是正すること 

 

６）雇用主の責任においてＡＡＦＥＳ及びＮＥＸの諸課題を解決するため権限の

ある者と協議、交渉すること。また、ＩＨＡ職場におけるＡ、Ｂ間の合意に基づ

く適正な人員の配置に努め、利益至上主義的な運営に偏重せず不公平な労務管理

の改善を図ること 

 

７）祝日休は、新設された米国祝日６月１９日のジューンティーンスを追加すると

共に、国家公務員との格差日数を解消すること。また、公務員準拠の観点から駐

労においても所定労働時間の短縮をはかること 

 

８）夏季休暇の取得期間を５月１日より１０月３１日までの間とすること 

 

９）安全衛生面の充実強化の観点から、職場環境や就労環境の改善に資する産業

医の職場巡視など、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理を徹底すること。また

、駐健保とより一層の連携をはかり従業員のメンタルヘルス対策強化及び福祉の

向上に努めること 

 

１０）従業員の安全確保と健康被害防止について 

① 安全確保については、総合的な災害対策を講じ不安解消を図ること 
② 健康被害が懸念される全ての職場・従業員に対する特別健康診断を継続す

ること 

③ 従業員をアスベスト撤去等の作業に従事させる場合には、安全衛生法等の

法令に基づく十全な措置を講ずるとともに作業記録を保存すること 

④ 退職者やその家族へアスベスト被害等に関する周知事業を引き続き推進し

、関連被害の早期発見、補償・救済に努めること 

⑤ ＰＦＯＳ等を含む泡消火剤に関与してきた従業員への不安解消に必要な措

置を講ずること 
 

１１）国内の一般的な労働慣行となっている団体交渉に参加する者の「特別休暇」を

新設すること 

 

１２）従業員の労働条件等の改善に資するため中央段階三者協議の定期開催の実施

及び、地方段階三者協議の開催を推進すること 

 

                            以 上 

 

 


